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１１１１    経済経済経済経済動向動向動向動向とととと国国国国のののの予算予算予算予算    

    
平成 23 年度の我が国の経済見通しについては、世界経済の緩やかな回復が

期待される中、国において、新成長戦略が本格的に実施されることにより、景

気の持ち直し、経済成長の好循環に向けた動きが進むことが見込まれています。 

しかし、失業率は高水準で推移してきており、加えて、急激な円高の進行やデ

フレ状態、世界経済の動向等、景気の下押しリスクについても注視していく必

要があるとしています。 

このような中、国の平成 23 年度予算は、新成長戦略を財政運営戦略の出発

点と位置付け、経済成長、財政健全化、社会保障改革を一体的に実現し、元気

な日本を復活させるための礎を築く必要があるとしており、「成長と雇用の実

現・デフレ脱却」、「国民生活を第一に」、「確固たる戦略に基づく予算編成」の

3 つの理念の下、新成長戦略を着実に推進すると同時に、財政運営戦略に定め

た財政規律の下に、成長と雇用拡大を実現することが、予算編成の基本方針で

あるとしています。 

 

２２２２    地方財政地方財政地方財政地方財政のののの現状現状現状現状    

    
現下の地方財政は、企業収益の回復等により、地方税収入や地方交付税の原

資となる国税収入が増加する一方、社会保障関係経費の自然増や公債費が高い

水準で推移すること等により、定員削減や人事院勧告等の反映に伴い給与関係

経費が大幅に減少してもなお、依然として大幅な財源不足が生じるものと見込

まれています。 

このため、国においては、財政運営戦略に基づき、社会保障関係経費の自然

増に対応する地方財源の確保を含め、安定的な財政運営に必要となる地方の一

般財源総額について、実質的に平成 22 年度の水準を下回らないよう確保する

ことを基本として平成 23 年度の地方財政への対応を行うこととしています。 

このような中、地方財政対策では、地域主権改革に沿った充実を図るため、

地方交付税総額を 4,799 億円増額、臨時財政対策債は、地方税等の増収を見込

み 1 兆 5,476 億円減額するなどの調整を行い、地方一般歳出の規模を確保する



ものとしています。 

地方税制については、地域主権改革を推進する観点から、地方税の充実と住

民自治の確立に向けた地方税制改革を進めることとしており、平成 23 年度の

地方税制大綱においては、社会保障などの地方行政を安定的に運営するための

地方消費税の充実など、税源の偏在性がなく、税収が安定的な地方税体系を構

築するとしています。 

また、税制を通じて、現行の地方税制度を「自主的な判断」と「執行の責任」

を拡大する方向で抜本的に改革していくとしています。 

このほか、平成 23 年度の地方税制改革では、個人住民税の諸控除や負担軽

減措置等の見直しを行うほか、地方の税収に極力影響を与えないよう配慮しな

がら法人実効税率の引き下げを行うなど、所要の措置を講じることとしていま

す。 

 

３３３３    本市本市本市本市のののの予算編成予算編成予算編成予算編成のののの基本方針基本方針基本方針基本方針とととと財政状況財政状況財政状況財政状況    

    
歳入の根幹となる市税（自主財源）は、法人市民税においては、企業収益の

回復等に伴う増収、都市計画税においては、新たに久居地域、河芸地域及び香

良洲地域の市街化区域への課税に伴う増収により、市税全体では、前年度比約

4％の増加を見込んでいます。しかし、依存財源のうち、大部分を占める地方

交付税においては、国の地方財政対策では増額とされているものの、本市にお

いては、合併補正（市町村合併直後の臨時的経費に対する財政措置）の終了や

市税収入の増加などに伴い、前年度比約 3％の減少を見込んでおり、基金から

の繰入金を除く一般財源全体では、約 2％の増収を見込んでいます。 

しかしながら、歳出において、社会保障関係経費（主に扶助費）が増加傾向

にあることや公債費負担、人件費などの義務的経費が依然として高水準にあり、

財政を圧迫していることから、将来的な財政需要や財源不足を補てんするため

の財政調整基金等の状況を踏まえると、一層徹底した行財政改革の取組を進め、

健全な財政運営を行う必要があります。 

このような状況の中、平成 23 年度の当初予算は、4 月に市長選挙が行われる

ことから、骨格予算として編成することとし、新規施策や政策的経費の計上は



極力見送り、経常的な経費等を基本として編成することとします。 

しかし、市民の安全・安心な暮らしの実現のために必要な子育て支援や社会

保障への対応、小・中学校をはじめとする公共施設の耐震化などの継続事業や

市民生活に直ちに影響を与える道路維持・整備などの施策については、引き続

き推進し、切れ目のない事業の実施を基本方針として予算を編成することとし

ます。 

 

(参考)  各種財政指標からみる本市の平成 21 年度財政状況 

 
（１）普通会計決算統計における主な財政指標 

①財政力指数     0.79 

基準財政収入額を基準財政需要額で除したもので、1.0 を超えると普通

交付税の不交付団体となり、一般的に財政力に余裕がある団体となる。 

② 経常収支比率    91.3％ 

経常的な歳出に充当された一般財源を経常的な歳入一般財源で除した

もので、都市では、75％程度が妥当と考えられており、この比率が高い

ほど財政構造に弾力性がなく硬直した財政構造となる。 

③ 公債費負担比率   15.6％ 

公債費に充当された一般財源を一般財源総額で除したもので、一般的に

15％が警戒ライン、20％が危険ラインとされており、この比率が高いほ

ど財政運営が厳しい状況となる。 

④ 地方債残高     969 億 6,604 万 2,000 円 

公共事業を実施する場合に借り入れる借入金の残高 

⑤ 積立金（基金）残高 251 億 8,804 万 4,000 円 

財政運営を計画的に実施するため、年度間の収入変動などに備えるため

に積み立てるもの 

 

（２）地方公共団体の財政の健全化に関する法律における健全化判断比率 

① 実質赤字比率    黒字のため比率なし 

一般会計等の実質赤字額を標準財政規模で除したもので、この比率が



11.25％以上になると財政健全化計画を定めなければならない。 

② 連結実質赤字比率  黒字のため比率なし 

すべての会計を合算した連結実質赤字額を標準財政規模で除したもの

で、この比率が 16.25％以上になると財政健全化計画を定めなければな

らない。 

③ 実質公債費比率   13.0％ 

公債費や公債費に準じた経費を標準財政規模等で除したもので、この比

率が 25.0％以上になると財政健全化計画を定めなければならない。    

④ 将来負担比率    103.8％ 

一般会計等が将来にわたり負担（公社や第三セクターの負債も含む）す

ることになっている実質的な負債額を標準財政規模等で除したもので、

この比率が 350.0％以上になると財政健全化計画を定めなければならな

い。 

 

 


